
【揺籃期】
（昭和20年代╱1945年～1954年）

【成長期】
（昭和30年代╱1955年～1964年）

【転換期】
（昭和40年代╱1965年～1974年）

1945
1948

23

公
認
会
計
士
法
の
成
立
、
証
券
取
引
法
の
全
面
改
正

1949

24

日
本
公
認
会
計
士
協
会
創
立
、「
企
業
会
計
原
則
・
財
務
諸
表
準
則
」
設
定

20

（西暦）

公認会計士制度の基礎が作られる 日本の高度成長と歩調を合わせ成長 監査基準等の改訂と監査法人制度の創設

（昭和）

公認会計士制度とは

1951

26

「
監
査
基
準
、
監
査
実
施
準
則
（
中
間
報
告
）」
公
表

公
認
会
計
士
監
査
制
度
の
実
施

1956

31

「
監
査
基
準
、
監
査
実
施
準
則
」
改
訂
と
「
監
査
報
告
準
則
」
設
定

1962

37

「
原
価
計
算
基
準
」
設
定

1966

41

日
本
公
認
会
計
士
協
会
の
公
認
会
計
士
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
化

1967

42

監
査
法
人
制
度
の
創
設

1974

49

商
法
特
例
法
に
よ
る
監
査
の
導
入

1973

48

国
際
会
計
基
準
委
員
会
（
I
A
S
C
）
発
足

公
認
会
計
士
制
度
25
周
年
記
念
式
典
の
開
催
（
記
念
事
業
の
実
施
）

学
校
法
人
へ
の
公
認
会
計
士
監
査
の
導
入

相
当
数
の
粉
飾
決
算
会
社
の
発
見
　  

監
査
基
準
等
の
改
訂
へ

1961

36

証
券
取
引
所
市
場
第
二
部
の
開
設
　  

監
査
対
象
会
社
の
拡
大

↑ ↑

1950

25

1955

30

1960

35

1965

40

1970

45

1975

50

経済の変化・変遷とともに。

公認会計士制度は"市場の番人"として進化を続けています。

公認会計士制度について

System & History
公認会計士の成り立ち・変遷 公認会計士制度は財閥解体、証券の民主化、個人株主の増大化政策の一環として1948年（昭和23年）に創設されて以来、60年以上の歩み

を重ねてきました。この間、さまざまな段階を経て今日に至っているわけですが、大きく「揺籃期」「成長期」「転換期」「伸展期」「変革期」に
区分することができます。それぞれの区分における主なできごとは、下記のとおりです。
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【変革期】
（平成年代╱1989年～）

【伸展期】
（昭和50年代～60年代╱1975年～1988年）

連結財務諸表や中間財務諸表が制度化 信頼の未来へ向けた改革期

（平成）
第
13
回
世
界
会
計
士
会
議
東
京
大
会
の
開
催

1977

52

1987

62

連
結
財
務
諸
表
の
制
度
化
（
持
分
法
導
入
は
昭
和
58
年
）

1991

3

「
監
査
基
準
、
監
査
実
施
準
則
、
監
査
報
告
準
則
」
の
改
訂

公
認
会
計
士
法
の
改
正

金
融
商
品
取
引
法
成
立

2002

14

監
査
基
準
の
改
訂

継
続
的
専
門
研
修
（
C
P
E
）の
義
務
化

2003 20072006

15

2004

16

内
部
統
制
監
査
及
び
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
制
度
開
始

2008 2009

20 211918

会
社
法
の
成
立

監
査
基
準
の
改
訂
、
中
間
監
査
基
準
の
改
訂
、
監
査
に
関
す
る
品
質
管
理
基
準
の
設
定

上
場
会
社
監
査
事
務
所
登
録
制
度
発
足

第
17
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
会
計
士
会
議
（
C
A
P
A
大
阪
大
会
の
開
催
）

公
認
会
計
士
法
の
改
正

公
認
会
計
士
制
度
60
周
年
記
念
式
典
及
び
記
念
講
演
の
開
催

I
F
R
S
の
任
意
適
用
決
定

2001

13

（
財
）財
務
会
計
基
準
機
構（
F
A
S
F
）・
企
業
会
計
基
準
委
員
会（
A
S
B
J
）の
設
立

1998

10

監
査
事
務
所
の
品
質
管
理
レ
ビ
ュ
ー
制
度
の
導
入

監
査
基
準
モ
ニ
タ
ー
会
議
の
設
置

平
成
10
年
以
降 

会
計
ビ
ッ
グ
バ
ン

1
・
連
結
財
務
諸
表
原
則
の
見
直
し（
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
含
む
）

2
・
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
開
示

3
・
税
効
果
会
計
に
係
る
会
計
基
準
の
導
入

4
・
研
究
開
発
費
等
に
係
る
会
計
基
準
の
導
入

5
・
退
職
給
付
に
係
る
会
計
基
準
の
導
入

6
・
金
融
商
品
に
係
る
会
計
基
準
の
導
入

継
続
的
専
門
研
修
（
C
P
E
）
制
度
発
足

公
認
会
計
士
制
度
50
周
年
記
念
式
典
の
開
催
（
記
念
事
業
の
実
施
）

中
間
財
務
諸
表
の
制
度
化

国
際
会
計
士
連
盟（
I
F
A
C
）
発
足

1980

55

1985

60

1990

21

1995

7

2000

12

2005

17

2010

22

現代のような高度化した資本主義社会においては、会社の運営（経営者）と所有（株主）は分離しています。経営者は年1回以上、定期

的に株主に経営状況を報告しなければならず、その際に用いる正確な状況を報告するための資料＝財務諸表の信頼性を確保する「公正

な立場でのチェック機構」として誕生し、発展を遂げてきたのが、公認会計士制度です。

近年ではさらなる独立性、公正性、守秘義務など高度なプロフェッショナリズムが求められ、2003年の公認会計士法改正においては

公認会計士の使命条項が第1条に掲げられ、独立性のさらなる強化が図られました。さらに2007年の公認会計士法改正においては、

監査法人の品質管理・ガバナンス・ディスクロージャーの強化、監査人の独立性と地位の強化、監査法人等に対する監督・責任のあり

方の見直しが行われ、"市場の番人"としての公認会計士の資質を常に研鑽するべく、プロフェッショナリズムの強化が図られています。

1

独立性を守るために

大会社等を対象とした監査業務と一定の非監査証明業務（記帳代行業務等）の同時提供の禁止

監査の結果である監査報告書が広く信頼されるためには、監査を行う監査人は、監査を受ける会社等から独立した立場にいなければ

なりません。この独立性をいっそう強固にするため、公認会計士法は次のような制度を設けています。

監査人自らが行った業務を対象として監査を行うという自己監査や、経営判断に関与するおそれのある監査以外の業務から報酬を得る

ことにより不公正な監査が行われる危険を排除するため、非監査証明業務の同時提供を禁止する。

2 大会社等の監査を対象とした長期間継続監査の禁止（ローテーション制）

大会社等の監査を行う監査責任者である公認会計士は、7会計期間（大規模監査法人の筆頭業務執行社員等は、5会計期間）をもってその

担当を交代することが義務付けられる。

3 公認会計士の就職制限

公認会計士が監査人を辞任した後に、監査を実施した会社等の役員等へ就任することを、監査を担当

した会計期間の翌会計期間が終了するまで禁止する。
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その他日本公認会計士協会の倫理規則において、公認会計士は、保証業務を受嘱又は継続するに際し、

依頼人から独立した立場を保持しなければならないと規定されている。


